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協会けんぽ、 黒字幅が過去最大に

全国健康保険協会（協会けんぼ）は7月

7日、 平成28年度の決鍔見込み（医療分）

を公表しました。

それによると、 収入（総額）が前年度よ

り3,802億円多い9兆6,220億円、 支出

（総額）が1,268億円多い9兆1,233億円

となった結果、収支は4,987億円の黒字と

なりました。 黒字幅は、 比較ができる平成

4年以降では最大となっています。

同協会によると、 保険料 を負担する被保

険者の数が3.5%増加したこと 、 および被

保険者の賃金（標準報酬月額）が1.1 o/o増

加したことにより、 保険料収入が増えたこ

とが要因だとしています。

なお、 賃金の上昇については、 標準報酬

月額の上限を引上げた制度改正の影響の分

が含まれています。

国i

.一

裔年酔継親給付の支給限度額を大幅引上げ

8月1 日から、 高年齢雇用継続給付の支

給限度額が大幅に引き上げられます。

今回の変更は、 法改正により、 失業給付

の基本手当の箕定基礎となる「貨金日額」

の上・下限額が引き上げられたことと、 平

成28年度の平均給与額が27年度と比べて

約 o. 4 1%上昇 したことに伴うものです。

変更内容は次のとおりです。

●高年齢雇用継続給付

339,560円→ 357,864円(+ 18,304円）

＊育児休業給付、 介護休業給付の支給限度額変更

については 、 決まり次第お知らせいたします。
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求人票への苦情件数、約,, 300' 件
ヰェ

厚生労働省のまとめによると、 ハ ロ ー ワ
ー クにおける求人票の記載内容と実際の労

働条件が相違しているなど、 求職者からの

苦情や申出の件数が、 平成28年度には9,299

件あったことがわかりました。

その内容をみると、「賃金に関すること」

が2,636 件（全体の28%) で最も多く、 次

いで、 「就業時間に関すること」 1,921 件

（同21%)、「職種・仕事 の内容に関するこ

と」1,311 件（同14%)、「選考方法・応募書

類に関すること」1,065 件（同11%)、「休

日に関すること」936 件（同10%) などの

順となっています。

また 、 具体的な要因と して、「求人票の

内容が実際と異なる」という申出の件数は

3,608 件（同39%) で、 同省では、 こうし

た相違に係る相談を受けた場合、 ハ ロ ー ワ

ークにおいて迅速な 事実確認や 、 必要な是

正指導などの対応を行っています。
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平成30年の配偶者控除改正で情報提供

国税庁は、 税制改正により平成30年か

ら所得税における配偶者控除およぴ配偶者

特別控除の見直しが行われることに伴い、

源泉徴収義務者である事業者などの誤解や

混乱を避けるため、 ホ ー ムページ上での情

報提供を始めました。

事業者、 給与所得者それぞれに、 分かり

やすく解説した制度改正についてのパンフ

レットが掲載されています。
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I参考資料I ゜

このほど厚生労働省

は、 労働者と企業との

トラプルを、 裁判に持

ち込むことなく迅速に

解決する「個別労働紛争

解決制度」の平成28年

度の施行状況を公表し

ました。

それによると、「民事

上の個 別 労働紛 争」に

関する相談件数は25万

5,460件で、 前年度に

比べて4.2%増加。 相談内容として、 パワ

ーハラスメント（以下「バワハラ」と表記）

を含む「いじめ・嫌がらせ」が同6.5%増

の7万917件と、 5年連続で最多となって

民事上の個別労働紛争相談内容の内訳
（件）
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※内訳が複数にまたがる事案もあるため、 合計が310,520件になる。
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労働問題に関するあらゆる相談にワンスト

ップで対応するため、 都道府県労働局、 労働

基準監督署内等に設置されている総合労働相

談コ ー ナーに平成28年度1年間に寄せられ た

相談件数は、 前年度比9. 3%増の113万7 41

件であった。

このなかで、 労働関係法上の違反を伴わな

い 「 民事上の個別労働紛争」に閑する相談件

数は同4.2%増の25 万 5,460件。 このうち、

労働者からが21 万 845件(82.5%)と大半を

占め、 事業主からは2万5,500件(10.0%) 

であった。
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【相談内容】

民事上の個別労働紛争の相談 内容は、 「 い

じ め・嫌 がらせ」に開するものが7万917件

(22. 8%)で最も多く、次いで、 「 自己都合退職」

が4 万 364件(13.0%)、 「解雇Jが3 万 6,760

件(11.8%)、 「労働条件の引下げ」が2万7,723

件(8.9%)と続いている。（上図参照）
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労働局長に助言・指導を申し出 た件数は前

年度比0.6%増の8,976件。 このうち 、 労働

者からの申し出 が8,930件(99.5%)と大半

を占め、事業主からは46件(0.5%)であった 。

【助言・指導の申し出の内容】

助言・指森の申し出の内容は、 「いじめ・嫌が

らせ」に関するものが2,206件(22.3%)で

最も多く、 次いで、 「解雇」が1,022件(10.3 

%)、 「 自己都合退職」が948件(9.6%)、 「労働

条件の引下げ」 が877件(8.9%)と続いている。





I労務管理I

社員からセクハラが起きたときの対

応の担当者は決まっていないのか、 と

いう質問がありました。 決まっていな

いと答えると、 法律で相談や苦情を受

ける窓口となる人を決めておかなけれ

ばならないはずだと言われました。

当社は小規模なので、 わざわざ窓口

を設けるまでもないと考えますが、 そ

れでも設けなければいけないのでしょ

うか？

I男女雇用機会均等法のセクハラ対策義務 I
男女雇用機会均等法およびそれに基づく指

針では、 職場における男女双方に対するセク

シュアルハラスメント対策として 、 労働者か

らの相談や苦情に応じ 、 適切に対応するため

に必要な体制を整備するなど 、 必要な措侶を

講ずることを事業主に義務づけています。

これは、 会社の規模の大小を問わず講じな

ければならないとされていますので、 相談や

苦情に対応する担当者をあらかじめ決めて 、

周知しておく必要があります。

このほか 、 事業主は、 セクハラ防止に向け

ての方針を明確にして、 管理監仔者を含むす

べての労働者に対してその方針を周知・啓発

することや、 実際に相談があった場合は、 事

実関係を迅速かつ正確に確認し、 適正に対処

することとされています。

また 、 相談者や行為者等のプライバシーを

保護し、 相談したことや事実関係の確認に協

力したこと等を理由として不利益な取扱いを

行ってはならない旨を定め、 労働者に周知・

啓発することなども求められています。

セクハラ対策は企業にとっては負担となる

面も多いのですが、 対策を講じていないと、

やがて行政の是正指導があり、 それにも応じ

ない場合は、 企業名公表の対象となることが

あります。

こうしたことにならないよう、 必要な対策

は謡じておくことが重要となります。 どうし

ても社内で担当者を選任できない場合は、 外

部の専門機関などを窓口とすることも一つの

方策でしょう。

|「マタハラ」への対策I

均等法では、 職場における妊娠、 出産等に

関するハラスメント（マタニティハラスメン

ト）についても 、 セクハラと同様に、 相談（苦情

を含む）に応じ 、 適切に対応するために必要

な体制の整備や防止に向けての方針などの明

確化と 、 管理監督者を含む労働者への周知·

啓発などを事業主に義務づけています。

また、 均等法と育児・介護休業法について

は 、 企業が法違反の是正を求める勧告に従わ

ず公表された場合に 、 厚生労働省はその企業

のハロ ー ワ ークでの新卒求人を受理しない取り

組みを行っています。 今年1月からは、 マタハ

ラに対する法律で義務づけた防止策を講じな

かった企業に対しても指導が行われ 、 是正され

てから一定期間経過するまで求人を受理しな

いこととするように制度を改めています。

このように、 近年は職場におけるさまざま

なハラスメントに対して 、 企業側が義務や責

任の一 端を負うことが避けて通れなくなって

います。 セクハラだけではなく 、 その他のハ

ラスメントの相談についても一 体的に相談窓

ロを設置し、 苦情や相談も 一元的に受け付け

る体制の整備が望ましいといえるでしょう。
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